
令和７年度の行財政調査会について 資料１
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１ 今年度の全体スケジュール及び審議内容

日 時 内 容

第１回
令和７年６月３０日（月）
午後２時３０分から

・ 諮問
・ 令和７年度の行財政調査会について
・ 第２期はだの行政サービス改革基本方針及び実行計画の策定等について
・ その他

第２回
令和７年９月１日（月）
午後１時３０分から

・ はだの行政サービス改革基本方針実行計画に係る外部評価①
（柱１：仕事の改革、柱２：職 員（ひと）づくりの改革）

・ 第２期はだの行政サービス改革基本方針等について

第３回
令和７年９月２９日（月）
午後１時３０分から

・ はだの行政サービス改革基本方針実行計画に係る外部評価②
（柱３：担い手をつくる改革、柱４：公共施設の改革、柱５：歳入・歳出面の改革）

・ 第３期秦野市定員最適化計画（案）について

第４回
令和７年１０月２７日（月）
午後１時３０分から

・ 第２期秦野市まち・ひと・しごと創生総合戦略（秦野市総合計画前期基本計画リーディングプロジェ
クト）に係る外部評価①

・ 第２期はだの行政サービス改革基本方針等について

第５回
令和７年１１月１２日（水）
午前１０時から

・ 報告書案（はだの行政サービス改革基本方針実行計画に係る令和７年度外部評価①②とりまとめ
（総括評価含む））について

・ 第２期はだの行政サービス改革基本方針等について

第６回
令和７年１２月２日（火）
午後３時３０分から

・ デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生関連）の効果検証について
・ 第２期秦野市まち・ひと・しごと創生総合戦略（秦野市総合計画前期基本計画リーディングプロジェ

クト）に係る外部評価②

市 長
報 告

令和７年１２月下旬
・ 答申
・ 外部評価結果（はだの行政サービス改革基本方針実行計画・第２期秦野市まち・ひと・しごと創生

総合戦略）
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３ 外部評価結果に係る報告書及び公表について

≪はだの行政サービス改革基本方針実行計画の進行管理実施期間及び内容≫

また、はだの行政サービス改革基本方針実行計画及び第２期秦野市まち・ひと・しごと創生総合戦略（秦野市総合計画前期基本計画リーディン
グプロジェクト）の外部評価結果については、報告書として取りまとめるとともに、その結果をホームページで公表します。

報告書案は、昨年度の様式等をベースに、今年度の審議内容を踏まえ、会長と事務局で作成を進めさせていただき、適宜、委員の皆様にフィード
バックし、御意見をいただきたいと考えています。

年度 内容

令和３年度 ～ 令和６年度
・自己評価、内部評価及び外部評価（7月～10月） ・評価を踏まえた次期計画の策定準備（令和６年度）
・改革内容等の見直し（10月～3月）

令和７年度
・自己評価、内部評価及び外部評価（7月～10月）
・総括評価を踏まえた次期計画の策定

令和８年度 ・実行計画の実績とりまとめ

改革実行期間である令和３年度から令和７年度までの５年間及びその翌年度の１年間を合わせた６年間とし、その内容は次のとおりとします。
令和７年度は、計画期間の最終年度の評価として、総括的な御意見をいただきたいと考えています。

≪秦野市行財政調査会について≫

秦野市附属機関の設置等に関する条例において規定する市長の「附属機関」となります。附属機関とは、その担任する事項について、執行機関
の諮問に応じて調査又は審議を行い、その結果を答申し、又はその意見を建議する組織です。
条例では、行財政調査会が担任する事項を「基幹計画の進行管理及び評価並びに行財政経営及び制度の最適化に関すること。」としています。

２ 外部評価

次の(1)から(４)について、専門的な知見及び市民の視点から客観的に評価していただくとともに、今後の取組の推進に当たり、課題・改善すべき
事項又は新たな視点について、総括的な御意見をいただきたいと考えています。

(1) 第２期はだの行政サービス改革基本方針（案）に関する事項について
(２) はだの行政サービス改革基本方針実行計画の令和７年度に係る外部評価及び総括評価について
(３) 第２期秦野市まち・ひと・しごと創生総合戦略（秦野市総合計画前期基本計画リーディングプロジェクト）の令和６年度の市の総括について
(４) デジタル田園都市国家構想交付金の活用事業について



計画を改定し、公表

◆ 進行管理（１年間のPDCAサイクル）

Plan３月

【所管課等】

引継ぎ

【所管課等】

取組みを実施

【所管課等】 【所管課等】

取組みを見直し、予算に反映

Check４月～７月 Action１０月～２月

計画策定 実 行 自己評価 取組み見直し（予算反映）

【行財政経営最適化
委員会（推進部会）】

内部評価

Plan３月

計画策定

【行財政調査会】

Check
９月、１０月

外部評価

Check８月

計画へ反映

担当が変わっても4月
から即時に取組みができ
るよう引継ぎを行う。
取組内容だけでなく、

設定した指標の考え方や
効果額の算定式など自己
評価から取組みの見直し
を行い、実行計画に反映
するまでの一連のＰＤＣ
Ａサイクルについて、引
継ぎを行う。

計画に従って取組みを
進める。１年度中の達成
目標から逆算して進捗度
合いを測りながら、取組
みに遅れのないように進
行管理を行う。

① 当該年度の実施状況、
効果や成果の見通しを確
認する。

② 前年度評価で、実績見
込みとしていた部分につ
いて、実績値に修正する。

③ 計画と実績見込みの差
がある場合、特に原因を
分析する。計画が上手く
いっている場合もその要
因を分析する。

④ ①～③を踏まえ、課題
や改善点を見つける。

① ヒアリングを実施し、
進捗等が芳しくないもの、
課題等のあるものについ
て報告する。

② 実施状況や成果や効果
を測る指標の達成度で評
価を行う。

① 実施状況や成果や効果
を測る指標の達成度で評
価を行う。

② テーマ別の評価として、
進捗等が芳しくないもの、
課題等があるものや審議
会において意見等を聞き
たいテーマがあれば、そ
のテーマについて評価を
行う。

新たな取組み等を検討

自己評価、内部評価、外部評価を踏まえ、又は各課等に照会を行い、

実行計画へ新たに位置付ける取組み（場合によって新しい改革の柱を

設定）を検討する。

① 評価を踏まえ、本当に必要な取組みは何か
改善策等を検討し、成果指標の見直し等も含
めて、取組みの見直しを行う。

② 翌年度以降の取組みについて、見直し方針
を決定する。

③ 見直し結果を予算に反映する。

【行政経営課】
見直し結果等を行財政経営最適化委員会

へ報告し、計画へ反映する。

新たな取組み等を決定
→ 予算へ反映

取組みの効果や成果の見通しを立て、

新たな取組みを決定し、予算を要求する。

新たな取組み等を

計画に反映する。

① 見直し方針に沿って、
計画の改定を行う。

② 市のホームページ等を
通して改定した計画等を
広く市民に公表し、問題
共有を図るなど、取組み
を推進する。

Do４月～翌３月
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（はだの行政サービス改革基本方針実行計画 抜粋）



◆ 計画の体系

５つの改革の柱

８つの改革項目 取組内容

1-1 仕事の質を高めるＩＣＴ活用の推進

４ 公共施設の改革

実 行 計 画基 本 方 針

3-1 新たな価値を創出する公民連携の推進

4-1 地域特性を考慮した公共施設再配置の推進

3-2 多様な主体との協働・連携の推進

5-1 さらなる財源の創出に向けた歳入改革

1-1-1. ＩＣＴ活用による業務の効率化
1-1-2. 業務のペーパーレス化の推進
1-1-3. ＩＣＴ活用による多様で柔軟な働き方の推進
1-1-4. ＩＣＴ環境の最適化の推進
1-1-5. ＩＣＴ人材の育成と情報セキュリティの確保

1-2-1. 行政手続等デジタル化の推進
1-2-2. 地域におけるＩＣＴ活用の推進
1-2-3. デジタルデバイド対策の推進
1-2-4. オープンデータの推進
1-2-5. データ利活用の推進

3-1-1. 指定管理者制度の導入（おおね公園、総合体育館、カルチャーパーク）
3-1-2. 指定管理者制度の導入（文化会館）
3-1-3. 指定管理者制度等導入の検討（弘法の里湯）
3-1-4. 指定管理者制度等導入の検討（表丹沢野外活動センター）
3-1-5. 学校業務員業務の民間委託等の推進
3-1-6. 上下水道事業の公民連携導入【企業会計】
3-1-7. 指定管理者制度等導入の検討（田原ふるさと公園）
3-1-8. 公共施設照明のLED化

3-2-1. 施策等に応じた市民参加手法の活用
3-2-2. 市民活動サポートセンターのあり方の検討
3-2-3. 地域の新たな担い手となる関係人口の創出・拡大（ふるさと寄附金制度の充実）
3-2-4. 秦野市・伊勢原市消防指令業務の共同運用
3-2-5. 地域プラットフォーム設置の検討

4-1-1. 教育施設等の一体的整備の検討
4-1-2. 広畑小学校の方向性の検討
4-1-3. 大根幼稚園とひろはたこども園の一体化
4-1-4. ほりかわ幼稚園の公私連携によるこども園化等の検討
4-1-5. 東幼稚園の東小学校との複合化や近隣園との再編等の検討

4-1-6. 南公民館及び大根公民館の建替えの検討
4-1-7. 児童館の方向性の検討
4-1-8. はだのこども館の今後の方向性の検討
4-1-9. こども園の方向性の検討
4-1-10. 老人いこいの家の方向性の検討

5-1-1. 低・未利用地の貸付・売却
5-1-2. 廃道水路用地の売払い収入の増加
5-1-3. ふるさと寄附金制度の充実 【再掲】
5-1-4. 広告収入等による税外収入の確保
5-1-5. 税外債権の徴収率の向上
5-1-6. 徴収率の向上（国民健康保険税） 【特別会計】
5-1-7. 新たなネーミングライツ契約と現契約の継続
5-1-8. 企業版ふるさと納税制度の活用

5-2-1. 介護保険事業特別会計繰出金の抑制
5-2-2. 国民健康保険事業特別会計繰出金の抑制
5-2-3. 60歳以上の職員の活用
5-2-4. ペーパーレス化の推進 【はだのICT活用推進計画一部再掲】
5-2-5. 窓口のあり方の見直し（窓口サービスの適正化）
5-2-6. 児童館開館時間の見直し
5-2-7. 補助金等の見直し
5-2-8. 秦野市・伊勢原市消防指令業務の共同運用 【再掲】
5-2-9. 国民健康保険レセプト点検の強化 【特別会計】
5-2-10. ジェネリック医薬品の使用促進 【特別会計】
5-2-11. 可燃ごみ処理１施設体制への早期移行による経費の削減
5-2-12. 公共下水道事業会計への基準外繰出金の抑制

３ 担い手をつくる改革

５ 歳入・歳出面の改革

5-2 事務事業の見直しによる歳出改革

取組内容：５項目

取組内容：５項目

取組内容：４項目

取組内容：８項目

取組内容：５項目

取組内容：8項目

取組内容：12項目

改革同士を連携して取り組むこと
で、相乗効果を図ります。

２ 職員（ひと）づくりの改革 2-1 組織を高める職員（ひと）づくりの推進

2-1-1. 職員の意識改革
2-1-2. 研修内容の充実
2-1-3. コンプライアンス意識の醸成
2-1-4. 知識・スキル向上の機会づくり

１ 仕事の改革

1-2 サービスの質を高める行政のデジタル化の推進

連携計画

はだのＩＣＴ活用推進計画

秦野市職員づくり基本方針
実施計画

秦野市公共施設再配置計画

取組内容：10項目
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（はだの行政サービス改革基本方針実行計画 抜粋）

第２回会議の審議内容

第３回会議の審議内容
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はだの行政サービス改革基本方針実行計画の外部評価について

はだの行政サービス改革基本方針実行計画の外部評価は、８つの改革項目について、令和６年度実績及び令和７年度実績（令和７年４月から６月
までの取組状況及び同年７月から令和８年３月までの取組見込み）に基づき、外部評価を実施します。

◆ 仕事の改革
❏ 1-1 仕事の質を高めるＩＣＴ活用の推進
❏ 1-2 サービスの質を高める行政のデジタル化の推進

◆ 職員（ひと）づくりの改革
❏ 2-1 組織を高める職員（ひと）づくりの推進

⇒ 第２回会議（９月１日）での審議事項（1-1・1-2・2-1）

◆ 担い手をつくる改革
❏ 3-1 新たな価値を創出する公民連携の推進
❏ 3-2 多様な主体との協働・連携の推進

◆ 公共施設の改革
❏ 4-1 地域特性を考慮した公共施設再配置の推進

◆ 歳入・歳出面の改革
❏ 5-1 さらなる財源の創出に向けた歳入改革
❏ 5-2 事務事業の見直しによる歳出改革

⇒ 第３回会議（９月２９日）での審議事項（3-1・3-2・4-1・5-1・5-2）

≪はだの行政サービス改革基本方針実行計画の外部評価区分≫

評 価 区 分 評 価 説 明

Ｓ：目標達成 全ての取組目標を完了させるなど、改革により目指す姿を達成したことから、活動を終結させるもの

Ａ：継続推進
改善の余地があることから、意見を付すものの、現状においては同規模又は同水準で取組を推進することが妥当で
あるもの

Ｂ：要改善 改善の余地があり、またそれは工夫次第で速やかな効果が期待できるため、取組の改善を求めるもの

Ｃ：要見直し
改革により目指す姿に向けて、進捗が遅れている、又は十分な成果が収められていないなど、取組の推進に当たり、
課題の分析及び活動の見直しを求めるもの

Ｄ：取組終了 やむを得ない状況の変化等により、取組が継続できない、又は目標を達成できないことから、取組を終了させるもの


